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明
治
期
に
お
け
る
皇
室
の
福
祉
事
業

―
日
本
赤
十
字
社
の
災
害
救
助
と
の
関
わ
り
か
ら
―

宮
　
城
　
洋
一
郎

は
じ
め
に

　
明
治
新
政
府
に
よ
る
救
済
施
策
は
、「
恤
救
規
則
」（
明
治
七
年
十

二
月
制
定
）
に
多
く
を
依
拠
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
き
び

し
い
制
限
主
義
の
立
場
が
あ
り
、
そ
の
救
済
対
象
が
ご
く
限
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た

中
で
、
皇
室
が
担
っ
て
い
く
福
祉
事
業
は
、
政
府
の
施
策
を
越
え
た

影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
。

　
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
西
南
戦
争
で
「
敵
人
」
で
あ
っ
た
西

郷
軍
を
も
救
済
対
象
と
し
て
活
動
し
た
博
愛
社
の
事
業
は
い
ち
早
く

明
治
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
着
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
多
大
な

支
援
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
支
援
は
、
日
本
赤
十
字
社
へ
と
発

展
し
て
い
く
中
で
、
社
員
数
の
拡
充
へ
と
つ
な
が
り
、
日
清
、
日
露

の
両
戦
役
を
経
て
、
戦
時
に
お
け
る
医
療
救
助
を
柱
に
「
博
愛
」
の

原
点
を
有
し
た
事
業
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　
こ
う
し
た
皇
室
と
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
と
の
医
療
救
助
を
基

礎
と
す
る
事
業
の
展
開
に
あ
っ
て
、
災
害
救
助
に
関
す
る
事
業
も
注

目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
災
害
救
助
が
多
大
な
貢
献
を
果
た

し
て
き
た
背
景
に
は
、
皇
室
か
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
な
さ
れ

て
い
た
。

　
本
稿
で
は
、
明
治
期
に
お
い
て
こ
う
し
た
災
害
救
助
が
ど
の
よ
う

な
経
緯
か
ら
な
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
日
本
赤
十
字
社
の
歩
み
を
も

と
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
皇
室
と
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字

社
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
、
災
害
救
助
活
動
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
く
か
に
、
皇
室
の
福
祉
事
業
の
意
義
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
検
証
の
た
め
に
、
日
本

研
究
ノ
ー
ト



646明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 50 号〕平成 25 年 11 月

赤
十
字
社
の
社
史
を
基
礎
資
料
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
本
赤
十
字
社
の
初
代
社

長
で
あ
っ
た
佐
野
常
民
に
つ
い
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
吉
川

龍
子
氏
の
研
究
（
（
（

が
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、

日
本
赤
十
字
社
の
社
史
を
も
と
に
さ
ら
に
深
め
て
い
く
べ
き
視
点
を

探
り
な
が
ら
稿
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
、『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
に
つ
い
て

　
ま
ず
、
明
治
期
の
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
の
歴
史
を
確
認
す
る

た
め
に
、『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
明
治
期
の
皇
室
の
福
祉
事
業
を
担
わ
れ
た
昭
憲
皇
太
后
に
つ
い
て
、

小
田
部
雄
次
氏
に
よ
る
と
、
皇
太
后
は
傷
病
兵
救
護
に
あ
た
っ
た
日

本
赤
十
字
社
、
同
篤
志
看
護
婦
人
会
へ
の
対
応
は
「
丁
重
で
あ
っ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
福
田
会
、
東
京
養
育
院
あ
る
い
は
東
京
慈
恵

医
院
な
ど
特
筆
す
べ
き
福
祉
事
業
と
の
関
わ
り
も
多
い
が
、
そ
の

「
丁
重
さ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
福
祉
事
業
の
意
義
を
見
出

せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
明
治
期
の
日
本
赤
十

字
社
の
歩
み
を
た
ど
る
べ
く
、
そ
の
中
核
と
な
る
資
料
で
あ
る
『
日

本
赤
十
字
社
史
稿
』（
以
下
『
社
史
稿
』）
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

　『
社
史
稿
』
に
は
、
奥
付
が
な
い
た
め
、
冒
頭
の
「
緒
言
」
か
ら
、

本
書
成
立
の
由
来
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
刊
行
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
十
二
月
で
あ
る
。

本
書
刊
行
の
直
接
の
契
機
は
、
明
治
四
十
一
年
に
「
社
史
編
纂
委
員

会
」
が
設
け
ら
れ
、
子
爵
・
松
平
乗
承
理
事
が
委
員
長
と
な
り
、
岩

崎
駒
太
郎
、
吉
安
延
太
郎
、
鷲
見
徳
三
郎
、
土
岐
恭
、
佐
藤
忠
淳
を

委
員
と
し
、
平
山
成
信
、
笠
原
光
雄
両
理
事
と
の
協
議
を
経
て
編
纂

し
た
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
一
年
の
社
史
編
纂
委
員
会
に
先
立
っ
て
、

「
社
業
ノ
沿
革
ヲ
詳
録
セ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
遺
憾
」
と
す
る
理
由
か
ら

同
三
十
一
年
に
岩
崎
駒
太
郎
賛
事
を
編
纂
主
任
と
す
る
社
史
が
脱
稿

し
て
い
た
が
、「
清
国
事
件
」
の
影
響
で
「
校
訂
印
刷
ス
ル
ノ
機
会

ヲ
得
ス
」
ま
た
「
日
露
戦
役
救
護
実
施
」
な
ど
に
よ
り
「
空
ク
年
月

ヲ
経
過
」
し
た
後
、「
旧
稿
ヲ
刪
訂
シ
明
治
四
十
年
ニ
至
ル
十
年
間

ノ
事
績
ヲ
増
補
」
し
て
、
刊
行
と
な
っ
た
と
そ
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
後
半
期
の
激
動
の
中
で
、
社
業
を
歴
史
的
に

捉
え
返
す
編
纂
作
業
を
経
て
、
日
本
赤
十
字
社
の
社
史
刊
行
と
な
っ

た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
事
業
は
継
続
さ
れ
、
平
成
二
十
三

年
（
二
〇
一
一
）
に
は
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
第
十
一
巻
（
平
成
八

年
～
同
十
七
年
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
『
社
史
稿
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の

内
容
は
実
に
膨
大
で
あ
る
。
本
文
は
一
七
五
八
頁
に
及
び
巻
末
に
は
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二
八
五
頁
に
わ
た
っ
て
赤
十
字
関
係
諸
条
約
か
ら
名
誉
社
員
人
名
簿

さ
ら
に
は
社
長
で
あ
っ
た
佐
野
常
民
の
伝
記
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
本
文
の
目
次
も
二
十
頁
に
及
び
、
同
社
の
事
績
を
詳
細
に
記
し
て

い
る
。
そ
の
叙
述
の
範
囲
は
、「
凡
例
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、「
明
治
十
年
博
愛
社
創
立
」
か
ら
「
明
治
四
十
年
日
露
戦

役
救
護
事
業
結
了
」
ま
で
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
創
立
以
降
の
重

要
な
時
期
と
し
て
「
日
露
戦
役
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
そ
の
事
績

の
到
達
点
と
す
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
社
史
稿
』
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
博
愛

社
か
ら
日
本
赤
十
字
社
に
至
る
過
程
か
ら
そ
の
特
色
を
探
っ
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

二
、
博
愛
社
か
ら
日
本
赤
十
字
社
設
立
へ

　『
社
史
稿
』
が
継
続
し
て
刊
行
さ
れ
、
ま
た
、
日
本
赤
十
字
社
設

立
の
周
年
記
念
ご
と
に
刊
行
物
が
出
版
（
（
（

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
そ
の

創
設
時
に
関
わ
る
状
況
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
。
こ
こ
で
は
、『
社
史
稿
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
博
愛
社

か
ら
の
歩
み
を
「
社
則
」
を
中
心
に
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
博
愛
社
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七

七
）
二
月
の
西
南
戦
争
に
お
い
て
佐
野
常
民
、
大
給
恒
ら
が
戦
争
の

傷
病
者
救
護
を
目
的
に
結
成
さ
れ
た
救
護
団
体
で
あ
る
。『
社
史
稿
』

に
よ
る
と
、
同
年
三
月
に
「
社
則
五
條
」
を
定
め
、
社
名
を
博
愛
社

と
し
た
と
し
、
そ
の
社
則
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
（
（

。

第
一
條
　�

本
社
ノ
目
的
ハ
戦
場
ノ
創
者
ヲ
救
フ
ニ
在
リ
一
切
ノ

戦
事
ハ
曾
テ
之
ニ
干
セ
ス

第
二
條
　�

本
社
ノ
資
本
金
ハ
社
員
ノ
出
金
ト
有
志
者
ノ
寄
附
金

ト
ニ
ヨ
リ
成
ル

第
三
條
　�

本
社
使
用
ス
ル
所
ノ
医
員
看
病
人
等
ハ
衣
上
ニ
特
別

ノ
標
章
ヲ
著
シ
以
テ
遠
方
ヨ
リ
識
別
ス
ル
ニ
便
ス

第
四
條
　�

敵
人
ノ
傷
者
ト
雖
モ
救
ヒ
得
ヘ
キ
者
ハ
之
ヲ
収
ム
ヘ

シ

第
五
條
　�

官
府
ノ
法
則
ニ
謹
遵
ス
ル
ハ
勿
論
進
退
共
ニ
海
陸
軍

医
長
官
ノ
指
揮
ヲ
奉
ス
ヘ
シ

　
そ
の
後
、
四
月
六
日
に
設
立
の
願
書
を
太
政
官
に
提
出
す
る
も
、

聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
佐
野
は
熊
本
城
内
の
征
討
軍
団

本
営
に
入
り
、
山
形
有
朋
、
小
澤
武
雄
ら
に
結
社
の
目
的
を
述
べ
、

そ
の
賛
意
を
得
て
、
征
討
軍
総
督
・
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
に
博
愛
社

創
立
の
願
書
（
明
治
十
年
五
月
三
日
付
）
を
出
し
、
そ
の
許
可
を
得
て

い
る
。

　
こ
の
設
立
の
願
書
に
つ
い
て
は
、
吉
川
龍
子
氏
が
写
真
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
（
（
（

が
、
そ
こ
で
の
鍵
と
な
る
と
こ
ろ
は
、「
暴
徒
ノ
死
傷
ハ

官
兵
ニ
倍
ス
ル
」
と
の
認
識
か
ら
、
彼
等
に
対
し
て
「
大
義
ヲ
誤
リ

王
師
ニ
敵
ス
ト
雖
モ
亦
皇
国
ノ
人
民
ナ
リ
皇
家
ノ
赤
子
タ
リ
負
傷
坐

シ
テ
死
ヲ
待
ツ
モ
ノ
モ
顧
ミ
サ
ル
ハ
人
情
ノ
忍
ヒ
サ
ル
所
」
と
述
べ
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て
、「
社
則
」
第
四
條
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
敵
人
」
に
対
す
る
捉
え
方
を
戦
場
の
現
場
で
、

救
護
の
対
象
と
す
る
理
解
を
得
た
こ
と
が
、
博
愛
社
の
活
動
を
確
か

な
も
の
と
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
、
明
治
天
皇
に
よ
る
大
坂
陸
軍
臨
時

病
院
へ
の
臨
幸
（
三
月
三
十
一
日
）
な
ど
、
負
傷
者
へ
の
皇
室
の
働

き
か
け
が
あ
り
、
黙
視
す
べ
き
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
そ
し
て
、
八
月
に
は
、
宮
内
省
よ
り
博
愛
社
に
「
金
千
円
」
の

「
御
下
賜
」
が
あ
り
、
そ
の
地
位
と
役
割
を
確
か
な
も
の
と
し
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
成
果
を
得
て
、
博
愛
社
は
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

一
月
、
全
八
十
一
条
か
ら
な
る
博
愛
社
規
則
を
定
め
、「
派
遣
博
愛

社
病
院
」
を
は
じ
め
社
員
の
規
定
な
ど
を
盛
り
込
み
、
そ
の
組
織
の

体
系
化
を
図
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
十

二
月
に
赤
十
字
条
約
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
）
加
盟
の
建
議
書
を
政
府
に

提
出
し
、
同
十
九
年
十
一
月
に
同
条
約
加
盟
の
勅
令
が
公
布
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
機
に
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
三
月
二
十
五
日
に
臨

時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
日
本
赤
十
字
社
と
社
名
を
改
称
し
、
五
月
二

十
日
に
日
本
赤
十
字
社
第
一
回
社
員
総
会
を
開
き
有
栖
川
宮
熾
仁
親

王
を
総
裁
に
推
戴
し
、「
常
議
員
」
を
選
出
し
て
い
る
。
そ
の
上
で

同
月
二
十
四
日
に
佐
野
常
民
の
社
長
就
任
の
勅
許
を
得
て
、
新
社
則

を
発
表
し
た
。

　
こ
の
新
社
則
で
は
、「
第
一
條
」
に
「
戦
時
ノ
傷
者
病
者
ヲ
救
護

愛
護
シ
力
メ
テ
其
苦
患
ヲ
軽
減
ス
ル
ヲ
目
的
」
と
す
る
と
し
、「
第

二
條
　
両
陛
下
ノ
保
護
」
を
明
示
し
た
。
そ
の
上
で
、「
第
四
條
　

平
時
及
ヒ
戦
時
ノ
事
業
」
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
（
（
（

。

　
こ
こ
で
、「
第
二
條
　
両
陛
下
ノ
保
護
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
天

皇
、
皇
后
両
陛
下
か
ら
「
年
々
金
五
千
円
下
賜
」
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
皇
室
の
保
護
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
吉
川
龍
子
氏

は
、
こ
の
条
が
当
時
の
西
欧
諸
国
の
王
室
が
救
助
事
業
に
力
を
注
い

で
い
た
の
を
倣
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
赤
十
字
社
の
社

則
に
も
同
様
の
文
面
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　
そ
う
し
た
西
欧
諸
国
の
動
向
を
背
景
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
同

時
に
、
こ
の
条
文
か
ら
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
、
さ
ら

に
一
歩
進
め
て
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
皇
室
と
博
愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
皇
室
の
恩
顧
と
災
害
救
助
事
業

　『
社
史
稿
』
に
お
い
て
は
、
博
愛
社
創
設
か
ら
日
本
赤
十
字
社
へ

の
歩
み
を
記
載
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
第
一
編
第
二
章
に
「
皇

室
の
恩
眷
」
を
配
し
、
明
治
十
年
三
月
の
大
坂
に
あ
る
陸
軍
臨
時
病

院
へ
の
臨
幸
か
ら
同
二
十
年
の
日
本
赤
十
字
社
へ
の
改
称
、
総
会
ご
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と
の
行
啓
、
濃
尾
大
震
災
な
ど
へ
の
救
護
、
明
治
二
十
七
・
二
十
八

年
戦
役
、
同
三
十
七
八
年
戦
役
等
々
に
対
す
る
皇
室
の
仁
慈
に
関
わ

る
記
述
を
重
ね
て
い
る
。

　
日
本
赤
十
字
の
活
動
と
の
関
わ
り
の
中
で
の
「
皇
室
の
恩
眷
」
の

意
義
が
こ
こ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、『
社
史
稿
』
が
特
に
力
点
を

お
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
赤
十
字

社
の
歴
史
に
関
わ
る
書
物
（
註
（
3
）
参
照
）
に
は
、
皇
室
に
関
わ

る
事
項
を
記
す
も
の
の
、
章
を
立
て
て
言
及
す
る
に
は
至
っ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
も
、『
社
史
稿
』
の
立
脚
点
の
ひ
と
つ
が
明
示
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
事
績
の
中
か
ら
、
災
害
救
助
に
関
わ

る
事
項
を
中
心
に
し
て
導
か
れ
る
と
こ
ろ
を
分
析
し
な
が
ら
、
福
祉

事
業
へ
の
手
が
か
り
を
得
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、

こ
こ
で
は
ま
ず
『
社
史
稿
』
第
一
編
第
二
章
の
記
述
を
紹
介
し
な
が

ら
、「
皇
室
の
恩
眷
」
に
基
づ
く
事
業
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
日
本
赤
十
字
社
の
前
身
で
あ
る
博
愛
社
は
、
西

南
戦
争
に
お
け
る
官
軍
、
西
郷
軍
の
救
護
を
目
的
に
組
織
さ
れ
た
が
、

こ
の
戦
争
開
始
の
明
治
十
年
に
は
、
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
二
つ
の

注
目
す
べ
き
事
績
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
三
月
三
十
一
日
に

明
治
天
皇
の
大
坂
陸
軍
臨
時
病
院
へ
の
臨
幸
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、

八
月
七
日
に
宮
内
省
か
ら
博
愛
社
に
「
金
千
円
」
の
下
賜
が
な
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

　
前
者
で
は
、
陸
軍
臨
時
病
院
院
長
へ
の
勅
語
が
あ
り
、
ま
た
皇
太

后
・
皇
后
両
陛
下
か
ら
の
「
親
製
ノ
綿
撒
糸
及
葡
萄
酒
煙
草
ヲ
患
者

ニ
賜
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
後
者
で
は
宮
内
省
よ
り
博

愛
社
に
対
す
る
「
恩
命
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

今
般
博
愛
社
結
社
ノ
趣
被
　
聞
召
奇
特
ノ
儀
ニ
付
　
思
召
ヲ
以

テ
金
千
円
下
賜
候
事（（
（

と
あ
る
よ
う
に
、
博
愛
社
設
立
の
理
念
を
「
奇
特
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
第
一
に
記
し
た
事
績
に
も
あ
る
よ
う
に
、
戦
争

に
よ
る
負
傷
者
の
存
在
を
深
く
受
け
と
め
る
立
場
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

　
こ
の
二
つ
の
事
績
に
つ
い
て
、『
社
史
稿
』
は
「
博
愛
社
結
社
ノ

主
旨
又
ハ
其
存
在
ヲ
モ
未
タ
国
民
ニ
知
ラ
レ
サ
ル
」
と
き
に
、
ま
た

「
西
南
ノ
戦
乱
未
タ
平
定
ヲ
告
ケ
ス
シ
テ
」
と
い
う
中
で
の
下
賜
で

あ
る
こ
と
で
「
本
社
カ
救
護
ニ
従
事
セ
ル
際
実
ニ
望
外
ノ
恩
賜
ヲ
拝

セ
リ
」
と
し
て
い
る
（
（（
（

。

　
そ
の
記
述
か
ら
、
西
南
戦
争
の
混
乱
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
博
愛

社
の
主
旨
を
認
め
、
積
極
的
な
救
護
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

後
に
続
く
博
愛
社
へ
の
援
助
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
、
博
愛
社
の
活
動
が
十
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
と
き
に
、
し

か
も
西
南
戦
争
が
決
着
を
見
て
い
な
い
段
階
で
行
動
が
起
こ
さ
れ
た

こ
と
に
『
社
史
稿
』
は
着
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
具
体
的
な
援
助
と
し
て
、
明
治
十
二
年
八
月
宮
内
省
御
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用
邸
内
に
博
愛
社
事
務
所
を
置
く
こ
と
、
同
十
六
年
以
来
「
皇
后
陛

下
ノ
思
召
」
に
よ
り
「
金
三
百
円
」
を
下
賜
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
皇
室
の
博
愛
社
へ
の
援
護
が
そ
の
早
い
段
階
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
社
の
発
展
の
基
礎
が
明
確
と
な
り
、

そ
こ
か
ら
、
財
貨
と
物
資
に
よ
る
支
援
と
い
う
援
助
の
基
本
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
皇
室
の
博
愛
社
へ
の
援
助
の
方
向
性
が
提
示
さ
れ
る
中

で
、
災
害
救
助
と
い
う
課
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
。『
社
史
稿
』
に

は
、
天
災
救
護
に
関
す
る
事
績
に
つ
い
て
、
日
本
赤
十
字
社
と
改
称

さ
れ
た
後
の
明
治
二
十
一
年
以
降
の
事
績
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
述
べ

て
い
る
。

磐
梯
山
ノ
破
裂
土
耳
其
軍
艦
ノ
沈
没
濃
尾
震
災
ノ
惨
聞
東
京
ニ

達
ス
ル
ヤ
本
社
ハ
当
時
天
災
救
護
ノ
事
業
ヲ
執
行
ス
ル
ノ
規
定

ナ
シ
　
皇
后
陛
下
ハ
即
時
御
内
旨
ヲ
下
サ
レ
速
ニ
赴
キ
救
ハ
シ

メ
ラ
レ
タ
リ（（（
（

　
こ
の
よ
う
に
記
し
て
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
七
月
の
磐

梯
山
噴
火
、
同
二
十
三
年
九
月
の
ト
ル
コ
軍
艦
沈
没
の
事
故
、
同
二

十
四
年
十
月
の
濃
尾
大
震
災
な
ど
に
対
す
る
救
護
費
の
下
賜
に
つ
い

て
示
し
て
い
る
（
（（
（

。

　
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
磐
梯
山
の
災
害
に
つ
い
て
『
社
史
稿
』
に
よ

る
と
、
明
治
二
十
一
年
七
月
十
五
日
の
磐
梯
山
山
頂
の
火
炎
噴
出
と

そ
の
惨
状
を
記
し
た
上
で
、「
皇
后
陛
下
仁
慈
ノ
内
旨
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

皇
后
陛
下
此
惨
状
ヲ
聞
召
サ
レ
同
月
十
九
日
午
後
吉
井
宮
内
次

官
ヲ
以
テ
本
社
医
員
派
遣
ノ
内
旨
ヲ
下
サ
レ
タ
ル（（（
（

と
あ
り
、
皇
后
陛
下
か
ら
の
「
内
旨
」
が
あ
っ
て
、
活
動
が
始
ま
っ

た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
救
護
員
を

同
月
二
十
日
に
出
発
さ
せ
、
そ
の
日
の
午
後
に
「
福
島
県
郡
山
駅
」

に
到
着
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
記
さ
れ
、
現
地
で
あ
る
猪
苗

代
町
到
着
は
二
十
一
日
と
な
っ
た
。

変
災
以
来
或
ハ
官
吏
ノ
派
遣
或
ハ
学
術
研
究
又
ハ
慈
善
等
ノ
目

的
ヲ
以
テ
罹
災
地
ニ
赴
ク
者
陸
続
踵
ヲ
接
シ
為
ニ
車
馬
人
夫
欠

乏
シ
テ
一
モ
得
ル
所
ナ
ク
徒
ニ
二
時
間
余
ヲ
費
シ
テ
僅
ニ
荷
車

一
輛
ヲ
雇
ヒ
之
ニ
器
械
材
料
ヲ
積
載
シ
歩
行
五
里
ニ
シ
テ
日
全

ク
暮
レ
尚
ホ
三
里
中
山
峠
ヲ
越
ヘ
テ
夜
十
一
時
山
潟
村
ニ
投
宿

シ
翌
廿
一
日
山
潟
ヲ
距
ル
三
里
猪
苗
代
町
に
到
着（（（
（

と
記
す
よ
う
に
、
現
地
到
着
に
至
る
困
難
な
状
況
を
記
し
て
い
る
。

噴
火
発
生
か
ら
皇
后
陛
下
の
「
内
旨
」
を
受
け
、
現
地
に
到
着
す
る

ま
で
に
二
日
を
要
し
、
噴
火
発
生
か
ら
数
え
る
と
六
日
と
な
る
。
し

か
も
、「
罹
災
地
ニ
赴
ク
者
陸
続
」
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
他
の
救

援
団
体
等
の
現
地
入
り
が
記
さ
れ
、
日
本
赤
十
字
社
に
お
い
て
は
遅

れ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
徒
ニ
二
時
間
余

ヲ
費
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
忸
怩
た
る
も

の
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
、『
社
史
稿
』
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
天
災
救
護
ノ
事
業
ヲ
執
行
ス
ル
ノ
規
定
ナ
シ
」

と
い
う
こ
と
に
主
た
る
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
の
遅
れ
を
皇
后
陛
下
の

「
内
旨
」
に
よ
っ
て
克
服
し
、
積
極
的
な
医
療
活
動
へ
と
つ
な
げ
た

こ
と
で
、
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、「
携
帯
ノ
器
械
薬

品
消
毒
材
料
」
に
よ
り
医
療
活
動
を
懸
命
に
展
開
し
た
こ
と
が
明
記

さ
れ
、
専
門
的
な
医
療
技
術
を
的
確
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
八
月
八
日
に
は
、
皇
后
陛
下
か
ら
罹
災
者
救
護
費
二
百
円
の

下
賜
が
あ
っ
た
（
（（
（

。
そ
こ
に
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
救
助
活
動
が
医
療

を
核
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
点
に
、
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
こ
と
を

明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
戦
時
に
お
け
る
救
護
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
博

愛
社
・
日
本
赤
十
字
社
が
緊
急
災
害
時
に
適
切
な
対
応
を
と
る
立
脚

点
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
戦
時
か
ら
災
害
時
さ
ら
に
は
緊
急
援
助

と
い
う
福
祉
事
業
が
担
う
べ
き
意
義
を
付
与
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。

　
こ
の
方
向
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
二
十
八
日
の

濃
尾
大
震
災
に
あ
っ
て
は
、
発
生
の
翌
日
愛
知
県
知
事
か
ら
の
日
本

赤
十
字
社
へ
の
救
護
員
派
遣
請
求
の
電
報
に
よ
り
、
社
長
・
佐
野
常

民
は
直
ち
に
参
内
し
て
皇
后
陛
下
に
内
奏
し
、「
速
ニ
医
員
看
護
婦

ヲ
派
遣
シ
厚
ク
救
護
ヲ
尽
ス
ヘ
キ
ノ
内
旨
ヲ
賜
ハ
リ
」、
そ
の
夜
に

「
医
員
二
名
、
看
護
婦
四
名
」
を
派
遣
し
て
い
る
（
（（
（

。
そ
の
対
応
は
、

磐
梯
山
の
事
例
よ
り
も
い
っ
そ
う
迅
速
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

前
回
の
例
を
克
服
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
実
績

に
よ
り
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
明
治
二
十
五
年
四
月
の
第
六
回
総
会

に
お
い
て
「
第
四
條
一
項
」
に
次
の
項
目
を
増
補
す
る
こ
と
を
可
決

し
た
（
（（
（

。第
一
臨
時
天
災
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
負
傷
者
ヲ
救
護
ス
ル
コ
ト

第
二
前
件
ノ
費
用
ハ
特
ニ
有
志
者
ノ
寄
附
金
ヲ
募
集
シ
テ
補
充

ス
ル
事

　
こ
う
し
て
、
社
則
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
以
後
の
災
害
救
援
が

幅
広
く
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
例
と
し
て
、
明
治
二
十
九
年
六
月
十
五
日
の
三
陸
海
嘯
の
救

護
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。『
社
史
稿
』（
一
六
二
三
頁
）

で
は
、
そ
の
被
害
の
惨
状
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、「
宮
城
、
岩
手
、

青
森
ノ
三
支
部
ハ
時
ヲ
移
サ
ス
救
護
員
ヲ
続
発
シ
各
地
ニ
仮
病
院
又

ハ
治
療
所
ヲ
設
ケ
傷
病
者
ノ
救
護
ニ
従
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
地

に
近
い
支
部
が
全
面
に
出
て
医
療
救
護
に
当
っ
た
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、「
時
ヲ
移
サ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、

磐
梯
山
噴
火
、
濃
尾
大
震
災
な
ど
の
大
き
な
災
害
の
救
護
を
経
て
、

迅
速
に
対
応
す
る
と
い
う
災
害
援
助
の
原
則
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
上

で
、
現
地
に
近
い
支
部
が
医
療
救
護
に
当
た
る
と
い
う
体
制
が
整
え

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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磐
梯
山
噴
火
に
お
け
る
皇
后
陛
下
の
「
内
旨
」
を
経
て
、
災
害
救

助
の
体
制
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
で
、
日
本
赤
十
字
社
の
事
業
に
災
害

救
助
の
柱
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
活
動
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
十
年
に
は

じ
め
て
「
金
千
円
」
の
下
賜
が
あ
り
、
同
十
六
年
に
皇
后
陛
下
の
下

賜
金
三
百
円
が
あ
り
、
日
本
赤
十
字
社
と
改
称
さ
れ
た
さ
い
に

「
年
々
五
千
円
下
賜
」
と
な
り
、
同
二
十
一
年
に
は
同
社
の
資
本
と

し
て
十
万
円
が
下
賜
さ
れ
る
な
ど
、
年
ご
と
に
下
賜
金
が
増
額
さ
れ

て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
設
立
当
初
の
明
治
十

年
に
社
員
数
三
十
八
名
で
あ
っ
た
が
、
日
本
赤
十
字
社
と
改
称
さ
れ

た
さ
い
に
は
二
千
百
九
十
七
名
と
な
り
、
明
治
二
十
六
年
に
総
数
四

万
五
千
三
百
十
七
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
「
日
清
戦
役
」

（
明
治
二
十
七
年
）
が
あ
り
、
同
三
十
年
に
は
四
十
五
万
余
名
と
い
う

よ
う
に
、
社
員
数
の
飛
躍
的
な
拡
大
が
あ
っ
た
（
（（
（

。

　
そ
し
て
、
社
員
数
の
拡
大
は
、
支
部
数
の
拡
充
発
展
を
意
味
し
、

先
の
三
陸
海
嘯
の
救
護
で
活
躍
し
た
宮
城
支
部
は
明
治
二
十
七
年
に

結
成
さ
れ
て
お
り
、「
時
ヲ
移
サ
ス
」
の
対
応
の
基
礎
が
で
き
て
い

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
（
（（
（

。

　
こ
う
し
て
、
社
則
に
災
害
救
護
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
支
部
が

そ
の
任
に
当
た
り
、
本
部
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
災
害
救

助
の
基
本
的
な
方
式
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
災
害
救
助
活
動
か
ら
、
迅
速
な
対
応
を
旨
と
す
る

救
助
の
基
本
が
、
皇
后
陛
下
の
「
内
旨
」
に
発
し
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
を
受
け
て
積
み
上
げ
た
活
動
が
効
力
を
発
揮
し
て
き
た
事
実
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
と
め

　
災
害
救
助
を
中
心
に
皇
室
と
日
本
赤
十
字
社
の
事
業
と
の
関
わ
り

を
記
し
て
き
た
。
災
害
救
助
に
つ
い
て
の
規
定
を
持
た
な
か
っ
た
日

本
赤
十
字
社
が
、
皇
后
陛
下
の
「
内
旨
」
に
よ
り
、
大
き
な
転
換
を

果
た
し
、
災
害
救
助
へ
の
道
筋
を
確
立
し
て
い
く
経
緯
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
そ
こ
に
、
西
南
戦
争
以
来
博
愛
社
の
活
動
に
着
目
し
、
支

援
し
て
き
た
皇
室
の
福
祉
事
業
へ
の
視
点
の
確
か
さ
が
内
包
さ
れ
て

い
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
先
に
記
し
た
小
田
部
雄
次
氏
が
明

記
し
た
「
丁
重
さ
」
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
こ
う
し
て
、
現
代
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
災
害
救
助
の
原
点

が
明
ら
か
と
な
り
、
災
害
救
助
に
社
会
的
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
き

た
根
拠
の
ひ
と
つ
を
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（1
）　
吉
川
龍
子
『
日
赤
の
創
始
者
　
佐
野
常
民
』、
吉
川
弘
文
館
、
平

成
十
三
年
。

（
2
）　
小
田
部
雄
次
『
昭
憲
皇
太
后
・
貞
明
皇
后
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

平
成
十
八
年
、
一
五
五
頁
。
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（
3
）　
な
お
、『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』（『
社
史
稿
』）
発
行
の
前
後
に
、

管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
日
本
赤
十
字
社
の
歴
史

を
記
述
し
た
書
籍
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

丸
山
三
津
平
『
日
本
赤
十
字
社
沿
革
史
』
博
愛
社
、
明
治
三
十
六

年
。

栗
原
　
芳
『
日
本
赤
十
字
社
沿
革
史
』
博
愛
館
、
明
治
三
十
六
年
。

神
戸
　
務
『
日
本
赤
十
字
社
発
達
史
』』
帝
国
廃
兵
慰
藉
会
、
明

治
三
十
九
年
。

日
本
赤
十
字
社
校
訂
、
川
俣
馨
一
編
『
日
本
赤
十
字
社
発
達
史
』、

日
本
赤
十
字
社
発
達
史
発
行
所
、
明
治
四
十
三
年
。

（
4
）　
最
近
で
は
日
本
赤
十
字
社
企
画
広
報
室
編
『
日
本
赤
十
字
社
創
立

一
三
〇
周
年
記
念
誌
』
日
本
赤
十
字
社
刊
、
二
〇
〇
七
年
が
出
版

さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　『
社
史
稿
』、
九
二
頁
。

（
6
）　
吉
川
龍
子
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
7
）　『
社
史
稿
』、
一
五
九
～
一
六
〇
頁
。

（
8
）　
吉
川
龍
子
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
9
）　『
社
史
稿
』、
四
六
頁
。

（
10
）　
同
右
。

（
11
）　『
社
史
稿
』、
五
五
頁
。

（
12
）　
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
三
件
の
う
ち
磐
梯
山
噴
火
と
濃
尾
大
震
災
に

つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、
ト
ル
コ
軍
艦
沈
没
の
事
故
は
、
こ
こ

で
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
事
故
は
、
明
治
二
十
三

年
（
一
八
九
〇
）
九
月
十
六
日
に
ト
ル
コ
軍
艦
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
号

が
沈
没
し
た
事
故
で
あ
る
。
同
軍
艦
は
ト
ル
コ
皇
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル

ハ
ミ
ト
二
世
よ
り
天
皇
陛
下
に
勲
章
を
贈
呈
す
る
た
め
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
贈
呈
を
終
え
た
後
に
船
中
で
コ
レ
ラ
患
者
が
発

生
し
た
た
め
に
滞
在
期
間
が
延
長
し
、
本
国
政
府
の
指
示
で
九
月

に
帰
国
と
な
っ
た
が
、
紀
州
沖
で
沈
没
し
た
。
こ
の
報
を
受
け
た

宮
内
省
は
侍
医
等
を
派
遣
し
た
が
、
日
本
赤
十
字
社
に
医
員
の
派

遣
が
要
請
さ
れ
、
負
傷
者
等
の
治
療
に
当
た
っ
た
。（『
社
史
稿
』、

一
五
八
八
～
一
五
九
三
頁
、
吉
川
龍
子
、
前
掲
書
、
一
六
五
～
一

六
八
頁
）。

（
13
）　『
社
史
稿
』、
一
五
七
九
頁

（
14
）　『
社
史
稿
』、
一
五
七
九
～
一
五
八
〇
頁
。

（
15
）　『
社
史
稿
』、
一
五
八
〇
～
一
五
八
二
頁
。
吉
川
龍
子
、
前
掲
書
、

一
六
三
頁
。
な
お
、
磐
梯
山
噴
火
に
さ
い
し
て
の
皇
室
の
支
援
等

に
つ
い
て
は
、
米
地
文
夫
『
磐
梯
山
爆
発
』（
シ
リ
ー
ズ
日
本
の

歴
史
災
害
4
、
古
今
書
院
、
平
成
十
八
年
）
一
四
五
～
一
五
〇
頁

参
照
。

（
16
）　『
社
史
稿
』、
一
六
〇
三
頁
。

（
17
）　『
社
史
稿
』、
一
七
五
～
一
七
六
頁
。

（
18
）　『
社
史
稿
』、
三
三
四
～
三
三
六
頁
。

（
19
）　
支
部
が
遭
難
事
故
に
対
応
し
た
早
い
例
と
し
て
、
明
治
二
十
五
年

十
一
月
三
十
日
愛
媛
県
沖
で
発
生
し
た
「
帝
国
軍
艦
千
島
号
ト
英

国
飛
脚
船
『
ラ
ベ
ー
ナ
』
号
ト
衝
突
」
事
故
が
あ
り
、
愛
媛
支
部

が
急
報
に
接
し
て
直
ち
に
「
幹
事
三
名
医
員
一
名
及
看
護
婦
ヲ
派

遣
」
し
て
い
る
。（『
社
史
稿
』、
一
五
九
三
頁
）。

（
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
）


